
令和５年度 二級建築士定期講習 修了考査問題（例） 

 
【建築基準法】 
問 １ 建築基準関係規定には、建築基準法令の規定によるもの、建築基準法施行令第９条で定める

もの、みなし規定によるものがある。 
 

問 ２ 大規模の修繕とは、建築物の「構造耐力上主要な部分」の一種以上について行う過半の修繕
を行うことをいう。 

 

問 ３ 床面積が 300 ㎡の事務所をリノベーションし共同住宅にする場合には、用途変更の確認申請
が必要である。 

  

問 ４ 鉄骨造で地階を除く階数が４以上の建築物については、都道府県知事又は指定構造計算適合
性判定機関による構造計算適合性判定の対象となる。 

  

問 ５ 建築物エネルギー消費性能基準に適合義務のある建築物の工事完了検査では、建築物エネル
ギー消費性能基準に適合しているかどうかは、検査の対象ではない。 

 

問 ６ 建築士の設計による建築物の建築に関する確認の特例は、審査において一部の規定が省略さ
れるが、省略された規定についても設計者は法令に適合するものを設計する必要がある。 

 

問 ７ 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築主は、検査済証
の交付を受ける前においても建築物を使用できる。 

  

問 ８ 指定確認検査機関は、違反建築物の建築主等に対して、違反を是正するために必要な措置の
命令を行うことができる。 

  

問 ９  特定行政庁の一団地認定を受けることにより、複数の建築物の敷地を一敷地として建築す
ることができる。 

 
【都市計画法】 
問 10 「田園住居地域」は、都市計画法で規定する用途地域の一つである。 
 
 

【バリアフリー法】 
問 11 床面積 2,000 ㎡以上、かつ 50 室以上のホテル又は旅館の建築時に義務付けられる、車椅子

使用者用客室の設置数については、建築する客室総数の１％以上とする。 
 

 

【建築物省エネ法】 
問 12 省エネ性能の評価対象となる建築設備には、空気調和設備、機械換気設備、照明設備、給湯

設備、昇降機だけでなく、家電やＯＡ機器等その他の消費機器も含まれている。 
 
 
【住宅瑕疵担保履行法】 
問 13 瑕疵担保責任履行のための資金確保は、売主等が保険金の供託を法務局に行うか、住宅瑕疵

担保責任保険法人に保険料を支払うことにより行われる。 
 

 

【最近の改正動向】 
問 14 建築確認申請時に必要な図書において、建築基準法施行令第 121 条の２の適用を受ける直通

階段で屋外階段が木造である場合は、当該屋外階段の構造及び防腐措置等の図面を添付しなければ
ならない。 

 
問 15 建築基準法に関する法律等の改正（令和４年６月 17 日公布）により、木造建築物に係る建築

確認及び審査の対象が非木造と統一化され、公布の日から３年以内に施行される。 
 
【建築士法】 
問 16 建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明

を行うよう努めなければならない。 
 

問 17 一級建築士、二級建築士、木造建築士には、設計等の業務の委託者（委託をしようとする者を
含む）から求めがあった場合には、それぞれの免許証又は免許証明書を提示する義務がある。 
 

問 18 建築士法で定める工事監理とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設
計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。 

 

問 19 国土交通大臣や都道府県知事には、建築士に対して報告を求める権限、建築士事務所等への立
入検査権限などがある。 

 



令和５年度 二級建築士定期講習 修了考査問題（例） 

 
問  20 建築士事務所の開設者は、他の建築士事務所の開設者から設計及び工事監理以外

．．
の業務を受

託する場合においては、契約締結後、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付しなければならな
い。 

 
問 21 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務に関する事項を記載した帳簿を各事業年

度の末日をもって閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して 10 年間当該帳簿を保存
しなければならない。 

 
問 22 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績、当該建築士事務所に属する建築士

の氏名及び業務の実績等を記載した書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようと
する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。 

 
【建築設備】 
問 23  COP21（パリ協定）を実現するために日本は 2050 年までに脱炭素社会を実現することを宣言

した。 
 
問  24  日本の浴室・脱衣室は冬季でも寒くないので、このままの状態でも問題はない。 
 
問  25 熱的快適性を得るためには、暑くも寒くもない状態だけでなく、局所不快感を取り除く必要

がある。 
 
【建築構造】 
問  26 熊本地震の後、1981 年から 2000 年までの間に建築された住宅は「81-00 住宅」と呼ばれ、こ

れらを対象とした耐震診断法「新耐震検証法」が作成された。 
 
問  27 震度階の改定によって、同じ「震度 7」でも、阪神・淡路大震災と熊本地震では想定される地

震動の大きさの範囲が違うこととなった。 
 
問  28 建築基準法における耐震性能の目標は、「大地震には、建物を損傷させない」ことである。 
 
【建築士の職能、倫理、責任、建築紛争など】 
問  29 職能とは、特定の分野における職業上の能力や職務の果たす機能(役割)などを指していると

考えられるが、建築士は建築づくりの専門家である職能人として、自己研鑽に励み、高い倫理性
を保持すべきであるという意識や自覚のもとに行動する必要がある。 

 
問 30 建築士法の職責条項(第 2 条の 2)の規定には、倫理的な視点が含まれると考えられ、建築士

が倫理観にもとる不誠実行為を働くなどにより、倫理的責任とあわせて法的責任を負う場合もあ
る。 

 
問 31 建築士は、設計や工事監理の業務において、私法上は契約責任のみを負えばよく、民法で言

う「善良なる管理者としての注意義務」などの専門家としての高度な注意義務を負う必要はない
と解釈されている。 

 
問  32 裁判所の判決によらない紛争解決手段を一般にＡＤＲと呼び、民事裁判が公開で専門家の立

会が無いのに比して、ＡＤＲの審理は非公開で、建築士などの専門家が立ち会い、費用や時間も
裁判に比して小さく済むという利点がある、とされている。 

  
【設計及び工事監理の実務と動向】 
問 33 業務報酬基準の告示第 98 号別添一による「工事施工段階で設計者が行うことに合理性があ

る実施設計に関する標準業務」とは、いわゆる設計者が工事施工段階で行う「設計変更」のこと
である。 

 
問 34 工事監理は設計図書の定めや工事監理者の裁量でこれを行うことになるが、国が示した工事

監理ガイドラインによる確認の具体的な方法等については、強制力があると考えられ、すべて示
された内容のとおりに行わなければならない。 

 
問 35 業務報酬基準の告示第 98 号による実費加算方法とは、告示で示す業務報酬算定の基準とな

る算定方法で、業務報酬＝業務経費＋技術料等経費＋消費税の式をいい、告示第四にはこの算定
を行う略算方法が示されている。 


